
消費者の部屋通信
（平成2９年６月号）

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・目 次 ☆ 展示の御紹介 １

・・・・・・・・・・・・・・・☆ 学校関係の訪問状況 ３

・・・・・・・・☆ 子ども相談・相談事例（5月分） ５

・・・・・・・・・・・・・☆ 今後の展示スケジュール ７

・・・・・・・・・・・・☆ 「消費者の部屋」だより ９

＜特別展示＞

川、山、海～地域の恵

徳島県の６次産業化・農商工連携商品

（５月１５日～５月１９日開催）

＜常設展示＞

みんなで囲むともっとおいしい！

「弁当の日」

（５月２２日～５月２６日開催）

＜特別展示＞

食育の週～おいしい！国産食材で豊かな食生活～

（５月２９日～６月２日開催）
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◆ 「消費者の部屋」では、消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農

林水産行政や食生活などについての情報提供などを行っています。また、農林水産省

の本省北別館１階で行われる特別展示には、多くの方々に御来場いただいております。

☆ 展示の御紹介
●平成29年５月の開催状況

期 間 展示名 入場者数

４月24日～５月12日 【常設】植物防疫所・動物検疫所の役割を紹介

５月8日～５月12日 みんなで囲むともっとおいしい！「弁当の日」（併設）

５月15日～５月19日 【特別】川、山、海～地域の恵 774人

徳島県の６次産業化・農商工連携商品

みんなで囲むともっとおいしい！「弁当の日」（併設）

５月22日～５月26日 【常設】みんなで囲むともっとおいしい！「弁当の日」

５月29日～６月2日 【特別】食育の週 1,072人

～おいしい！国産食材で豊かな食生活～

●平成29年６月の展示

期 間 展示名

６月５日～６月９日 【特別】食べる６次産業化

６月12日～６月16日 【常設】食育月間～望ましい食生活の実践のために～

【常設】米トレーサビリティ法について（併設）

６月19日～６月23日 【常設】食育月間 ～望ましい食生活の実践のために～

６月26日～６月30日 【特別】ほしに願いを！！

－7月7日は☆乾ししいたけの日・そうめんの日－

◆ テーマ【特別展示】『川、山、海～地域の恵

徳島県の６次産業化・農商工連携商品』 ◆

徳島県で作り出された付加価値をもった加工品の展示を行いました。
また、徳島県は「藍」と藍染めの原料となる「蒅（すくも）」の全国一の生産地である

ことから、「藍」を使った加工食品と「藍・食藍推進ロゴマーク」を展示しました。

来場者へ、丁寧にご説明する徳島県知事。

「藍」の加工品及び

「藍・食藍推進ロゴマーク」
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◆ テーマ【常設展示】『みんなで囲むともっとおいしい！「弁当の日」』◆

６月の食育月間のイベントとして、「弁当の日」を通じて、何をどれだけ食べたらよい
のか、栄養バランスに配慮した食事をするための食生活改善の講座を実施しました。

◆ テーマ【特別展示】『食育の週～おいしい！国産食材で豊かな食生活～』 ◆

食育を通じた国内需要の拡大に向けて、国産食材のおいしさを実感してもらう取組や
おいしく食べて健康になる取組を実施しました。日替わりで試食及び実演を行い多くの
来場者が訪れました。

管理栄養士より「3・1・2弁当箱法」の解説があり、大勢の受講

生で賑わいました。

牛乳を使用した和食「乳和食」の実

演に生産局畜産部長がご参加されま

した。

米粉を使用したロールケー

キの試食を実施。

〈農業女子ＰＪの展示にて〉

矢倉政務官がお越しになり、女性農業者と熱心な意見交換

をされました。

メロンやスイカのカッティ

ングの実演及び試食を実施。

お茶の種類ごとに「冷茶」の淹れ

方を実演し、来場者に飲み比べて

もらいました。
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☆ 学校関係の訪問状況

「消費者の部屋」では、小・中・高校生などに対して、農林水産行政などをわかりや

すく説明しています。

また、農林水産省に関する、様々な質問にも、わかりやすく説明しています。

多くの児童・生徒の皆さんの訪問をお待ちしております。

平成29年５月の来訪者は以下の通りです。

■ 平成29年５の訪問 来訪者数

茨城県 土浦市立土浦第二中学校（中２年） ８名

愛知県 豊橋市立中部中学校 （中３年） １２名

山形県 天童市立第四中学校 （中３年） ４名

岐阜県 岐阜市立藍川東中学校（中３年） １５名

山形県 鶴岡市立鶴岡第三中学校（中３年） ６名

神奈川県 川崎市立中原小学校（小６年） １６名

三重県 いなべ市立北勢中学校（中３年） ８名

岐阜県 大垣市立西部中学校（中３年） １３名

岐阜県 本巣市本巣中学校（中３年） ６名

岐阜県 関市立武芸川中学校（中３年） ６名

愛知県 知立市立竜北中学校（中３年） ６名

三重県 桑名市立明正中学校（中３年） ６名

福井県 福井市大東中学校 （中３年） ５名

合 計 １３校 １１１名

お申し込みについて

訪問を希望される場合は、事前にお申し込みが必要です。

担任の先生より、消費者の部屋ホームページ内に掲載されている、申し込み用紙に必要

事項を記入の上、FAX（03－5512－7651）にてご連絡下さい

訪問の様子

記者会見室見学において、説明を受ける、

山形県鶴岡市立鶴岡第三中学校の生徒達。

消費者の部屋事務室において、説明を受ける、

神奈川県川崎市立中原小学校の生徒達。
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訪問された生徒さんの感想（抜粋）

☆農林水産省の説明では、農業の現状についての資料をもらい、その中で農業従事者数の

推移のグラフにより、高齢化の問題があり、それに対して新規就農等、様々な対策を講

じていることを知ることが出来て、大変勉強になりました。（中学３年男子）

☆農林水産省図書館の見学では、今まで見たことの無いジャンルの本や雑誌、たくさん

の新聞が並べてあり、すごいなと思いました。また、担当の職員の方が私の住んでい

る所が掲載されている本を紹介してくれたのが嬉しかったです。（中学３年女子）

☆記者会見室の見学では、天井にたくさんあるマイクの説明や、カーテンや背景の意味

を教えてもらい、記者会見の臨場感を味わえて良かったです。（中学３年男子）

☆展示の見学を通じて、一番印象深いのが「弁当の日」の説明で、小・中学校の生徒達

が自分で食材を選び調理して詰める事はとても良い取組だと思います。自分の学校で

も取り組みたいです。（中学３年男子）

～ 修学旅行や社会科見学などの訪問をお待ちしています ～

消費者の部屋において、特別展示の説明を受ける、

愛知県豊橋市立中部中学校の生徒達。
記者会見室見学において、説明を受ける、

三重県桑名市立明正中学校の生徒達。

農林水産省図書館において、取り扱い書籍等の説明を

受ける、愛知県知立市立竜北中学校の生徒達。
職員しか入れない地下の書庫において、電動の可動式本

棚の説明を受ける、茨城県土浦市立土浦第二中学校の生

徒達。



- 5 -

☆ 子ども相談

子ども相談専用電話を設け、農林水産業や食品に関する子どもからの相談や質問にお答

えしています。

５月の子ども相談件数は、前月より32件増加し、43件となりました。

子ども相談件数の推移

☆ 相談事例（５月分）

Ｑ 輸入されたばかりのバナナは緑色だと聞きましたが、なぜ黄色いバナナを輸入しな

いのですか？また、植物検疫で害虫が見つかった場合に行われる消毒はどのようなもので

すか？

A：黄色く熟したバナナの輸入は、植物防疫法により禁止されています。 熟成した黄色

いバナナには、日本の農作物に被害を及ぼす可能性のある害虫が寄生している恐れがあ

るからです。 これらの害虫の侵入を防止するため、黄色いバナナの輸入が植物防疫法

により禁止されています。そのため、日本で陸揚げされたばかりのバナナはすべて「青

バナナ」で、室（むろ）で追熟して黄色く熟成させてから店頭に並びます。これは、黄

色く熟してから収穫すると、輸送中に甘みや香りが失われ、果肉が軟らかくなりすぎて

しまうからです。そのため、現地の人々もバナナを青いうちにもいで日陰に置き、自然

に黄色く熟してから食べています。

また、植物防疫法に基づく植物検査において、害虫が発見された場合、廃棄、返送、

消毒のいずれかの措置がとられます。その消毒の 1つの方法として、くん蒸があります。
くん蒸は、密閉された倉庫の中で農薬をガス化して殺虫するものです。バナナをはじ

めとした果物、野菜などのくん蒸には、主にシアン化水素（青酸ガス）が使用されます。

シアン化水素は揮発性が高いので果実に残留しにくく、消費者とって安全性の高いも

のです。

（参考資料：バナナ大学 HP http://www.banana.co.jp/public/faq/index.html、
植物防疫所HP http://www.maff.go.jp/pps/）
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☆ 相談事例（５月分）

Ｑ このごろ新聞等で「食育」とういう言葉を目にしますが、どういう内容でどのような

推進をしているのか、教えて下さい。

A：食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり 、

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を

実現することができる人間を育てることです。

農林水産省では、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力のある社会の実現に寄与する

ことを目的として、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的な実施を担う官庁として、

関係各省と連携・ 協力して、積極的に取り組んでいます。その推進の一つとして、都道

府県、市町村、民間団体等が実施する食育活動を支援しています。

支援している食育活動と補助対象経費の一例を紹介します。

○食文化継承等のための取組

地域食文化の継承や日本型食生活の実践に向け、子育て世代や若い世代を対象とする

調理講習会の開催

・調理講習会の開催

（講師謝金・旅費、賃金（アシスタント）、会場借料、調理体験の教材として使用する

食材費、資料印刷費、保険料等）

○和食給食の普及

和食給食の普及に向けた献立の開発や子供・学校関係者を対象とした食育授業の開催

・食育授業

（講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷費、通信運搬費）

詳細は、農林水産省のホームページにおいて情報ページがあります。

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html

農林水産省の取組紹介 ♢♦６月は、食育月間です！！♢♦
毎年６月は「食育月間」です。国や地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推

進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図ることとしています。期間

中は、全国規模の中核的な行事として食育推進全国大会が岡山市で開催されるほか、全

国各地で食育をテーマとした多くの取組やイベントが実施されます。

そこで農林水産省では、６月 13 日（火）、15 日（木）に「かおり先生のよい食レッ
スン 何をどれだけ食べればいいの？～『３・１・２弁当箱法』で１食分の適量を知ろ

う～」を開催し、管理栄養士から食生活改善に向けてのポイント指導を行いました。

また、毎月 19日は、自分や家族などの食生活を見直す「食育の日」です。
６月 19日（月）には、第２回「弁当の日 in 農
林水産省 みんなで囲むともっとおいしい！～

会話もはずむお弁当コミュニケーション～」を

実施し、各所属部課・班毎に職員それぞれみん

ながお弁当を囲んで一緒に会話を楽しみます。

左写真：前年度、消費・安全局長室で開催された、

第１回「弁当の日」のなごやかな様子。



期間
種
類 展示名 開催目的 展示内容 担当

7月3日～7月7日
常
設

山と森のこと　考えてみませんか
～山と森を漫画で知ろう！～

平成28年から国民の祝日とされた8
月11日「山の日」の周知を通じ、制
定の意義でもある「山に親しむ機会
を得て、山の恵みに感謝する」機会
となるよう、「山の日」や関連イベント
のPRを行うとともに、森林や林業を
漫画で分かりやすく紹介する展示を
行う。

平成28年から国民の祝日とされた8月11日「山の日」の周
知を通じ、制定の意義でもある「山に親しむ機会を得て、山
の恵みに感謝する」機会となるよう、「山の日」や関連イベン
トのPRを行うとともに、森林や林業を漫画で分かりやすく紹
介する展示を行う。

林野庁
森林利用課
山村振興・緑化推進室
山村振興企画係

7月10日～7月14日
特
別

ジビエ（シカ肉、イノシシ肉）をもっと知ろう！

　野生鳥獣の捕獲頭数が増加し、そ
のほとんどが埋設や焼却により処理
されている中で、ジビエ利用の拡大
により農村地域の所得に変えてい
く、マイナスをプラスに変える、そうし
た取組を全国に広げていく必要があ
る。
　全国各地におけるジビエ利用の取
組を分かりやすく紹介し、消費者に
対してジビエへの理解を深めてもら
う。

・野生鳥獣による農産物被害防止対策の内容紹介
・良質なジビエの提供に向けた移動式解体処理車の展示、
全国各地のご当地ジビエの紹介など、様々な分野における
ジビエの利用拡大に関する取組を紹介します。

農村振興局
農村政策部
農村環境課

7月24日～7月28日
特
別

「ガムの楽しさと噛むことの大切さを考える！」
チューインガムでリラックス！！
噛むことの大切さを考えよう

現在の食生活の中で噛むことの機
会が少なくなってきている子供に対
して、食育の観点から、ガムを通じ
た噛むことの大切さを伝えるととも
に、ポイ捨て防止といったマナーの
周知を行う。

各社のチューインガム展示、チューインガムの機能・効用及
び製造工程等をパネルで紹介、ガムのポイ捨て防止とマ
ナー啓発のＰＲ、チクルの展示を行います。
また、親子で体験する「手作りチューインガム教室」も開催
予定です。

食料産業局
食品製造課

7月31日～８月4日
特
別

カレーのヒ・ミ・ツを探検
―カレーで健康な体づくりを！―

国民食、学校給食の王様と言われ
る「カレー」には不思議な魅力がいっ
ぱい。
歴史、文化、健康などの視点から、
カレーの魅力と秘密に迫り、子供・
消費者に情報提供するとともに、身
近な米や野菜を使用したカレーを通
じた健康な体作りの提案や、一工夫
した美味しいカレーのレシピを提案
することにより、健康の増進、食育
の推進を図る。

・カレー製品とカレー粉を構成するスパイスの展示・説明
・カレーの歴史、種類、健康への効果、製造工程等に関す
るパネル展示
・体験コーナー（子どもカレー粉つくり体験教室）
・カレー及びスパイスに関する知識クイズ（優秀者には「カ
レー名人」の認定証）
・レシピ等の配布など

食料産業局
食品製造課

８月7日～８月10日
特
別

知ろう！防ごう！食中毒
～衛生的な手洗いから始めよう～

食中毒予防の基本である手洗いの
重要性を理解してもらい、食中毒予
防の意識づけをすることで、日頃の
生活の中で衛生管理を実践できる
よう提案する。

衛生的な手洗い方法を、体験コーナー（手洗い体験、手の
汚れ検査、顕微鏡観察）やＤＶＤ、展示パネル等によって来
場者に周知するとともに、個々の食中毒菌等の特徴や予防
ポイントを紹介。

公益社団法人
日本食品衛生協会

8月14日～8月18日
常
設

熊本地震からの復旧・復興を目指して（仮称）等
熊本県の復旧・復興について、全国
の方々に広く周知するとともに更な
る機運の醸成を図ることを目的とし
ます。

　熊本県が取り組む熊本地震からの復旧・復興の取組及び
『ため池フォーラム2017ｉｎくまもと』の内容について紹介しま
す。
　平成28年熊本地震から1年が経過しようとしている現在で
も多くの県民が仮設住宅などでの生活を余儀なくされてい
ます。これら県民生活だけでなく、重要な基幹産業である農
林水産業においても、農地や農業用施設の損壊など著しい
被害が生じています。また、本年10月には、地震被害を踏
まえたため池の防災的な役割などを広く周知することを目
的として『ため池フォーラム2017ｉｎくまもと』を熊本県で開催
することとしています。
　それら内容について、全国の方々に広く周知するととも
に、復旧・復興に向けた更なる機運の醸成を図ることを目
的に開催します。

熊本県
農林水産部農村振興局
農村計画課

８月28日～９月１日
特
別

考えていますか、災害時の食料のこと
～家庭備蓄で災害時も安心～

国民に対し、地震等の大規模災害
時に備えた家庭での食料品備蓄の
重要性を認識いただくとともに、その
ポイントや適した食料品を知ってい
ただき、各家庭での備蓄の実施の
更なる拡大につなげる。
また、農林水産省が行う災害対策
の理解を深めてもらう。

９月１日は防災の日です。昨年発生した熊本地震において
も、改めて地震等の大規模災害時に備えた家庭での食料
品備蓄の重要性が認識されています。
地震等の大規模な災害時には、一時的に食料が手に入ら
なくなる可能性があり、家庭で最低でも３日分、出来れば１
週間分程度の備蓄に日頃から取り組むことが重要です。
期間中は、家庭備蓄に係るパネルの展示、備蓄に使える
食品の展示と特徴の説明、パンフレットの配布等を行いま
す。また、農林水産省が実施する被災地への応急食料の
供給や農林水産関係の被害の復旧への取組も紹介しま
す。

大臣官房政策課
食料安全保障室

大臣官房文書課
災害総合対策室

９月４日～９月８日
特
別

岩手県・宮城県・福島県　農業農村復旧復興パネル
展

地方自治法等により派遣応援をい
ただいている３県が、平成29年度の
収穫のお知らせと、それら農産物等
の消費呼びかけ、そして、復旧復興
に対する応援への感謝につい報告
し、東日本大震災の風化を防ぐも
の。

岩手県・宮城県・福島県における、東日本大震災の農業農
村の復旧復興状況と、今年度の収穫についてお知らせする
パネル展

宮城県
農林水産部
農村振興課

９月11日～９月15日
特
別

お米でみんなを元気に！
～食べて！見て！知ろう　お米・米粉の魅力～

米の消費は、食の多様化・少子高
齢化等により年々減少しているが、
我が国の大切な食料生産基盤であ
る水田を維持し、国内農業の振興を
振興していく上で、その消費拡大取
り組むことが重要。このため、めざま
しごはんキャンペーンの紹介や米飯
学校給食の推進の取組、米を使っ
た郷土料理の紹介等の米消費拡大
に向けた取組の紹介、米粉の利用
法、米粉を利用した新しい商品の紹
介等を通じその魅力をアピールす
る。

・米・米粉食品の試食
・米飯学校給食の推進・米粉のレシピ集等、米の消費拡大
についてのパンフレットの配布、米粉食品の展示
・パネル及びポスターの展示　等

政策統括官付
穀物課

９月25日～９月29日
特
別

木づかい推進月間
～身近な国産材製品と木育のご紹介～

木製品の素晴らしさを再認識しても
らい、日常生活に国産材製品を取り
入れてもらうよう普及啓発を図る。

１０月は「木づかい推進月間」です。暮らしの中に国産材の
製品を取り入れる「木づかい」を行うことにより、その収益が
山に還元され、間伐等の森林整備が進み、地球温暖化防
止や国土保全につながり日本の森林を育てます。
本展示では、身近な国産材製品と木育についてご紹介しま
す。

林野庁
林政部
木材利用課

平成29年6月1日現在

平成29年後期（７月～12月）スケジュール

農林水産省「消費者の部屋」
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10月2日～10月6日
特
別

ココロにおいしい、冷凍食品 冷凍食品産業の振興及び消費者へ
の普及啓発を図る。

１０月１８日は「冷凍食品の日」です。冷凍食品を使うこと
で、時間の余裕と心のゆとりが生まれ、生活の質を向上さ
せることができます。
-18℃以下で管理されているため細菌が活動できず衛生的
なことや、急速凍結により栄養や美味しさが保たれているこ
となどをお知らせします。
さらに、家庭用だけでなく給食や外食産業等でも冷凍食品
が使われていることを試食も交え紹介します。

食料産業局
食品製造課

10月10日～10月13日
特
別

森からの恵み
～きのこや特用林産物～

特用林産物に関する理解の促進と
普及による需要拡大

10月15日は「きのこの日」。きのこ類をはじめ、木炭、竹、漆
等の特用林産物について、パネル、パンフレット等によりわ
かりやすく解説するとともに、実物のきのこ木炭、竹等を展
示・紹介します。

林野庁
林政部
経営課

10月16日～10月20日
特
別

統計でみる「農林水産業の姿」（仮称）

広く消費者等一般国民に対して統
計調査の普及、広報を行うことで、
統計に対する消費者等国民の理解
と関心を深め、統計調査に対する国
民の一層の協力の推進を図る。

10月18日は「統計の日」です。農林水産統計調査等の結果
から見た全国及び地域の農林水産業をパネル・報告書等
で紹介するとともに、水稲収穫量調査のしくみ等について展
示を行います。

統計部
統計企画管理官

10月23日～10月27日
特
別

世界農業遺産・日本農業遺産（仮）
世界農業遺産・日本農業遺産の認
知度の向上及び、保全活動への消
費者の理解増進を図る。

世界農業遺産とは、地域の伝統的な農業・農法とそれに関
わって育まれた文化、景観、生物多様性が一体となった“世
界的に重要な農業システム”を国連食糧農業機関（ＦＡＯ）
が認定する仕組みです。日本農業遺産とは、世界農業遺
産の考え方をベースとしながら日本独自の基準を追加し、
我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域
を農林水産大臣が認定するものです。これら地域の取組を
地域特産品の紹介やポスター展示などで紹介します。

農村振興局
農村政策部
農村環境課

10月30日～11月2日
特
別

さつまいも・じゃがいもの週
～いもの魅力、再発見！～

かんしょ・ばれいしょが最も美味しい
季節に、かんしょ・ばれいしょについ
ての理解を深めてもらい、消費拡大
を図る。

「さつまいも・じゃがいも」は、生食用のほか加工食品やデン
プン等の様々な食品に加工され、私達の身近な食品に広く
利用されています。また、近年は、それぞれの用途に合っ
た新しい品種が多く開発されており、東アジアや東南アジア
を中心に海外でも日本のさつまいのも人気が高まっている
など、いま注目の食材です。
本展示では、日頃店頭では見かけない品種とその特性を
紹介するとともに、さつまいも・じゃがいもを使った製品や調
理法の紹介、試食などを行います。

政策統括官付
地域作物課

11月６日～11月10日
特
別

国有林野で遊び、学ぼう！
～スキー場や森林環境教育などの紹介～

国民に開かれた国有林の取組の紹
介

森林環境教育の取組など国有林野を利用した様々な取組
を紹介するほか、全国各地にある「レクリエーションの森」に
おけるスキーをはじめとした森林レクリエーションについて
紹介します。

林野庁
経営企画課
国有林野総合利用推進室

11月13日～11月17日
特
別

「和の空間」でおもてなし
～伝統ある和の文化　お茶、畳、和装の紹介～

我が国の伝統である和の文化の素
晴らしさを消費者に訴求し、理解を
深めてもらうことにより、国産のお
茶、いぐさ製品、絹製品、花きの消
費拡大を図る。

日本の伝統文化であるお茶・畳・和装をパネル等でわかり
やすく紹介します。展示では、バラエティ豊富な製品をご紹
介するとともに、原料となるお茶、いぐさ、蚕、繭、花きなど
を紹介します。

生産局
地域対策官付

11月20日～11月24日
特
別

太陽と大地の恵み　砂糖
～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

消費者が砂糖を購入することによ
り、北海道や鹿児島、沖縄の甘味資
源作物生産農家や国内産糖の製造
工場を支援することにつながる価格
調整制度の仕組みを分かりやすく紹
介し、制度への理解を深めてもらう。

砂糖は私たちが生活する上で欠かすことの出来ない食品
であり、日本の食料自給率の維持にも大きく寄与していま
す。私たちが毎日いろいろな形で摂取している砂糖の安定
供給を支える仕組みをパネルでわかりやすく紹介します。
また、ひと口に砂糖といっても、その形、色、風味もさまざま
です。展示では、バラエティ豊富な砂糖とその特性を紹介す
るとともに、原料のさとうきびやてん菜が地域経済や雇用な
どを支えていることを紹介します。

政策統括官付
地域作物課

11月27日～12月１日
特
別

環境にやさしい農業の魅力（仮）

オーガニック・エコ農業に関する取
組の紹介や農産物・加工品の展示
等を行うことにより、これらの農業に
対する消費者の理解増進を図る。

環境にやさしい農業（オーガニック・エコ農業）は、地域の環
境保全、生物多様性保全、地球温暖化防止など多様な公
益的価値を有する物です。オーガニック・エコ農業に触れる
機会として、これら農業に関する施策や農家の取組紹介、
農産物や加工品の展示等を行います。

生産局
農業環境対策課

12月4日～12月8日
特
別

福島の森からイイモノ、お届け
－がんばる福島産の木材・木製品・林産物－

福島県への関心の風化および福島
県の林業・木材産業等での放射性
物質にかかわる風評被害の払拭を
図る。

福島県の木材や特用林産物の安全性についてＰＲするた
めに、特用林産物・木工品等の展示、生産者から消費者へ
のメッセージ、福島産品の販売及び、森林の現状等につい
てパネル等展示を行います。

林野庁
研究指導課

12月11日～12月15日
特
別

木とスト－ブのある暮らし展

木質バイオマスストーブ、木製家
具、木製おもちゃ等を暮らしに取り
入れることにより、木質資源の有効
活用を図り、森林の整備に繋げる。

薪ストーブ、ペレットストーブ、木製家具、木製おもちゃ等に
ついて紹介します。また、消費者の部屋に常設している薪
ストーブを稼働し、来場者にその暖かさを実感していただき
ます。

林野庁
林政部経営課
特用林産対策室

12月18日～12月22日
特
別

遺伝子組換えカイコによる蚕業革命

遺伝子組換えカイコが生産する有
用物質について、現物（製品、光る
シルク等）やパネル展示等で紹介す
ることにより、消費者へ認知してもら
うとともに、アンケートにより反応を
把握する。

新たな地域産業の創出が期待される遺伝子組換えカイコに
よる医薬品や化粧品の原料生産（人コラーゲン等）や新シ
ルク素材（光るシルク、クモ糸シルク等）の開発状況を紹介
します。

農林水産技術会議事務局
研究企画課
技術安全室

（１）入場無料です。

（２）特別展示は、期間中の月曜日から金曜日まで行っています。ただし、祝祭日、年末年始は閉室です。

（３）開室時間は、１０時から１７時までです。ただし、展示初日は１２時から１７時、展示最終日は１０時から１３時です。

　　 

　　 詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９

※この展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。
※常設展示はパネル等の展示のみとなります。

「消費者の部屋」は、農林水産省が消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農林水産行政や食生活などについての情報提供を

行っています。これからもよりよい消費者行政を目指して参りますので、どうぞお気軽にご利用下さい。

【連絡先】
住所 ： 〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
電話 ： ０３－３５９１－６５２９ （一般相談）

０３－５５１２－１１１５ （子ども相談）
ＦＡＸ ： ０３－５５１２－７６５１
ホームページ ： http://www.maff.go.jp/j/heya/
開室時間 ： 月～金曜日の１０時～１７時（祝日・年末年始を除く。）

（ただし、特別展示の初日は１２時から、最終日は１３時まで） 8
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☆ 「消費者の部屋」だより
本省 消費者の部屋

本省消費者の部屋は、東京メトロ・丸ノ内線、日比谷線、千代田線の「霞ヶ
関」駅からから徒歩で約１分の場所に位置しています。周辺には外務省、厚生
労働省をはじめ数々の省庁が有り、皇居や日比谷公園も近くにあり、ＪＲ有楽
町駅、新橋駅からも徒歩で15分ほどの場所にあります。

【展示】

消費者の部屋では、年間を通じて「特別展
示」を行い、特別展示が開催されない期間に
は「常設展示」を行っています。
「特別展示」は、省内の部局や県などが様々

な農林水産関係のテーマをパネル展示や実

演、試食、物品販売などを行い、年間40件程

の展示で約48,000人ほどの入場者が有りまし

た。

【学校訪問】

展示や相談業務以外に、小・中学生や高校
生を対象に年間約30校の学校訪問（修学旅行
や校外学習）を受入れて、農林水産行政や農
林水産業に係る質問や疑問にお答えする場所
と機会を設けています。
また、展示や農林水産省内（大臣室等幹部

室の前を通り、記者会見室や図書館室内）の
案内見学も行い、来校者から大変好評を得て
います。

【子ども霞ヶ関デー】

夏休み期間中に開催される「子ども霞が関
見学デー」では、消費者の部屋の特別展示と
併せて「子ども相談」のブースを設けたり「バ
ケツ稲」の展示・配布や水辺の生き物の展示
を行い、今年も趣向を凝らした展示を検討し
ています。
展示された「バケツ稲」は、２日目に先着
順で希望者に配布したところ、子供達に喜ば
れて、あっというまに無くなりました。

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 消費者の部屋
〒100-8950 東京都千代田区霞が関2-2-1
TEL:03-3591-6529 FAX:03-5512-7651

特別展示「Loveフラワーバレンタイン」

の週には、花束の販売で賑わいました

消費者の部屋事務室において、説明を受

ける生徒達

「子ども相談」ブースにおいて、バケツ

稲等の質問をしている親子



☆「消費者の部屋」の案内板が新しくなりました！

消費者の部屋の案内板は、昭和59年に開設された当時の物
を正面玄関に設置していましたが、経年劣化による痛みが激
しくなっていました。

そこで、「木（自然）のぬくもりを大切にしつつ今の時代を
進む」というイメージで、木の本体にデジタルサイネージ（液
晶ディスプレーを組み込んだ案内版）を作成し、本年の４月
から運用を開始しています。

新案内板では、デジタルサイネージを取り入れたことで、
静止画で最大 30 枚のポスターを掲示させることが可能となり
ました。
紙のポスターと異なり、一ヶ所で複数枚のポスターを交互

に掲示させるため、展示内容についてより効果的に PRが出来
ます。

今後こうしたアピールが、農林水産省に来庁するより多く
の来訪者に向けて、「消費者の部屋」の展示・イベントの認識
度を高めていき、来訪者数の増加や、展示を企画する担当す
る職員が、更に充実した内容へと取り組む意欲が高められと
いう相乗効果が期待できます。

☆ 消費者の部屋ホームページを御覧ください！

＊ 消費者の部屋のホームページ( http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html )か
ら、さまざまな情報が御覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。

農林水産省「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと、通行証無しで入
室できます。皆様のお越しをお待ちしています。

平成２９年６月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課「消費者の部屋」
担当：渡辺、橋本、吉武、明戸

相談電話 ０３－３５９１－６５２９
ファックス ０３－５５１２－７６５１
子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５
インターネット相談窓口：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
下車。A5、B3a出口すぐ。

「消費者の部屋」

新案内板

デジタルサイネージ仕様
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